
2025 年 12 月 26 日 

 

株式会社ワールド 

代表取締役 鈴木 信輝 

 

株式会社ワールドプラットフォームサービス 

代表取締役 西川 信一 

 

吸収分割に関する事前開示書面 

（吸収分割会社 / 会社法第 782 条第 1項及び会社法施行規則第 183 条に基づく事前備置書面） 

（吸収分割承継会社 / 会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 192 条に基づく事前備置書面） 

 

株式会社ワールド（以下「ワールド」といいます。）及び株式会社ワールドプラットフォ

ームサービス（以下「ワールドプラットフォームサービス」といいます。）は、2025 年 12 月

17 日、それぞれの取締役会決議を経て、2026 年 3 月 1 日を効力発生日として、ワールドの

株式会社ファッション・コ・ラボ、株式会社ＯｐｅｎＦａｓｈｉｏｎ、株式会社ワールドソ

ーイング及びエムシーファッション株式会社の株式を所有することによる当該会社の事業

活動を支配・管理する事業に関する権利義務をワールドプラットフォームサービスに承継

させる吸収分割（以下「本件分割」といいます。）に係る吸収分割契約を締結いたしました。 

よって、ここに本件分割に係る事前開示をいたします。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容 

添付資料１及び２「吸収分割契約書」のとおりです。 

 

２．吸収分割の対価の相当性に関する事項 

本件分割はワールドプラットフォームサービスがワールドの完全子会社であるため、

対価としての株式の割当及びその他の金銭等の交付は行いません。（無対価分割） 

 

３．本件分割の当事者に関する事項 

（１）ワールド（吸収分割会社） 

  ① 最終事業年度に係る計算書類等 

有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しています。最終事業年度

に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示

書類に関する電子開示システム（ EDINET ）によりご覧いただけます。 



② 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

    該当事項はありません。 

 

（２）ワールドプラットフォームサービス（吸収分割承継会社） 

① 最終事業年度に係る計算書類等 

同社の最終事業年度に係る計算書類等は、添付資料３のとおりです。 

  ② 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

    該当事項はありません。 

 

４．本件分割が効力を生じる日以後における債務の履行の見込みに関する事項 

    ワールド及びワールドプラットフォームサービスにおいては、いずれも本件分割の効

力発生日における資産の額は負債の額を上回っていることが見込まれ、また、本件分割の

効力発生日後における債務の履行に支障を及ぼすような事象の発生及びその可能性は現

在までのところ認識されておりません。 

    よって、本件分割の効力発生日以後に各社が負担すべき債務については履行の見込み

があると判断しています。 

以上 

 



 

 



 



 



 



添付資料２ 

吸収分割契約書（エムシーファッション管理事業） 

 

 株式会社ワールド（以下「甲」という。）と株式会社ワールドプラットフォームサービス（以

下「乙」という。）とは、甲が 2026年 3月 1日をもって第 1条に定める事業に関して有する権

利義務を乙に承継させる吸収分割（以下「本件吸収分割」という。）に関し、次のとおり吸収分

割契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1条（吸収分割） 

 甲は、本契約に定めるところにより、吸収分割の方法により、本件効力発生日（第 5条にお

いて定義する。以下同じ。）をもって、エムシーファッション株式会社の株式を所有することに

よる当該会社の事業活動の支配・管理に関する事業（以下「本件事業」という。）に関する権利義

務を乙に承継させ、乙はこれを承継する。 

 

第 2条（当事者の商号及び住所） 

 甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりとする。 

 ① 甲（吸収分割会社） 

   商号：株式会社ワールド 

   住所：神戸市中央区港島中町六丁目 8番 1 

 ② 乙（吸収分割承継会社） 

   商号：株式会社ワールドプラットフォームサービス 

   住所：神戸市中央区港島中町六丁目 8番 1 

 

第 3条（承継する権利義務） 

１．本件吸収分割により甲から乙に承継される資産、債務、雇用契約及びその他の権利義務

（以下「本件承継対象権利義務」という。）は、別紙「承継対象権利義務明細表」のとおりと

する。 

２．甲から乙に対する債務の承継は、免責的債務引受の方法による。 

 

第 4条（本件吸収分割の対価） 

乙は、本件承継対象権利義務の対価を甲に交付しない。 

 

第 5条（効力発生日） 

本件吸収分割がその効力を生ずる日（以下「本件効力発生日」という。）は、2026年 3月 1

日とする。ただし、必要に応じて甲乙協議のうえ、合意によりこれを変更することができる。 



 

第 6条（分割承認決議等） 

甲及び乙は、本件効力発生日の前日までに、それぞれ、株主総会の承認、債権者保護手続そ

の他の関連法令により必要となる手続を行うものとする。 

 

第 7条（競業避止義務） 

甲は、本件効力発生日以降においても、本件事業について、競業避止義務を負わないものと

する。 

 

第 8条（会社財産の管理等） 

本契約締結後、本件効力発生日まで、甲は善良な管理者の注意をもって本件事業に係る業務

の執行及び財産の管理をし、本件吸収分割に重大な影響を及ぼす事項を行おうとするときは、

あらかじめ両者が協議するものとする。 

 

第 9条（本契約の変更・解除） 

本契約締結の日から本件効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、本件

事業または本件事業に関する資産、債務その他の権利義務に重大な変動が生じたときは、甲及

び乙は協議のうえ、本契約に定める本件吸収分割の条件を変更し、または本契約を解除するこ

とができる。 

 

第 10条（本契約に定めのない事項） 

 本契約に定める事項のほか、本件吸収分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及

び乙が協議のうえ定める。 

 

 

本契約締結の証として本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の上、電子署名を施し、各自その

電磁的記録を保有する。なお、記名押印の方法による場合は、本書 1通を作成し、甲及び乙は

記名押印の上、甲がこれを保有し、乙にその写しを交付する。 

 

2025年 12月 25日 

（甲）神戸市中央区港島中町六丁目 8番 1 

株式会社ワールド 

代表取締役 鈴木 信輝 

 

（乙）神戸市中央区港島中町六丁目 8番 1 

株式会社ワールドプラットフォームサービス 

代表取締役 西川 信一 



 

別紙 

承継対象権利義務明細表 

 

 本件承継対象権利義務は、以下の権利義務とする。 

  

・エムシーファッション株式会社の株式全て 

・本件効力発生日において本件事業に属する借入金 

以 上 










